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教育委員会 

令和８年５月定例会 

① 
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議  事   日  程 

 

日 程 １  教育委員会議事録の承認について   ……    Ｐ  ３ 

 

日 程 ２  第３４号議案  ………………………………   Ｐ  ４～ ６ 

        長崎市立小、中学校の通学区域等に関す  

る規則の一部を改正する規則  

 

日 程 ３  第３５号議案  ………………………………   Ｐ  ７～ ９ 

        長崎市教育委員会事務局及び教育機関組  

織規則の一部を改正する規則  

 

日 程 ４  第３６号議案  ………………………………   Ｐ１０～２２ 

        長崎市公民館条例施行規則の一部を改正  

する規則  

 

日 程 ５  第３７号議案  ………………………………   Ｐ２３～３２ 

        議会の議決を経るべき議案についての意  

見の申出について  

 

日 程 ６  第３８号議案  ………………………………   Ｐ３３～３６ 

        長崎市恐竜博物館運営協議会委員の委嘱  

について  

 

日 程 ７  第３９号議案  ………………………………   Ｐ３７～４１ 

        長崎市科学館運営協議会委員の委嘱につ  

いて  

 

日 程 ８  第４０号議案  ………………………………   Ｐ４２～４５ 

        日吉自然の家運営協議会委員の委嘱につ  

いて  

 

日 程 ９  第４１号議案  ………………………………   Ｐ４６～４９ 

        長崎市図書館運営協議会委員の委嘱につ  

いて  

 

日 程 １０ 第１７号報告  ………………………………    別  冊 

        教育長が臨時に代理した事務の報告及び  

承認について（教職員の人事の内申について）  

 

日 程 １１ 第１８号報告  ………………………………    別  冊 

        教育長が臨時に代理した事務の報告及び  

承認について（審査請求に関する事務）  
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教育委員会議事録の承認について  

・令和８年３月２５日定例会議事録案     ・・・別  添  

・令和８年４月２４日定例会議事録案     ・・・別  添  
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第３４号議案 

長崎市立小、中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規

則 

 長崎市立小、中学校の通学区域等に関する規則（昭和３４年長崎市教育

委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。  

別表大浦中学校の項を削り、同表梅香崎中学校の項を次のように改める。  

 

 

 

梅香崎

中学校  

仁田佐

古小学

校  

上小島４丁目（２１番及び２２番の区域）、船大工町、

本石灰町（諏訪小学校の通学区域を除く。）、丸山町、

寄合町、中小島１丁目、中小島２丁目、西小島１丁

目、西小島２丁目、館内町、稲田町、中新町、十人

町、籠町、新地町、梅香崎町、椎の木町（１１番から

１５番まで、１６番３０号から１６番４０号まで、１

７番１１号、１７番１５号、１７番１８号及び１８番

の区域）、高丘１丁目（大浦小学校の通学区域を除く。

）、高丘２丁目、南町（大浦小学校の通学区域を除く。

）、南が丘町、八景町（大浦小学校の通学区域を除く。

）、星取１丁目、星取２丁目  

大浦小

学校  

常盤町、相生町、大浦町、東山手町、下町、東山町、

大浦東町、日の出町、元町、川上町、椎の木町（仁田

佐古小学校の通学区域を除く。）、高丘１丁目（５番

１４号から５番２２号まで、６番１３号から６番１６

号まで、７番及び８番１０号から８番１７号までの区

域）、南町（１４番１号から１４番３号まで及び１５

番３０号から１５番３３号までの区域）、八景町（１

番１５号から１番１７号までの区域）、出雲１丁目、

出雲２丁目、出雲３丁目、上田町、南山手町、松が枝

町、小曽根町、浪の平町、古河町、東琴平１丁目、東

琴平２丁目、西琴平町、小菅町（１００番地、１５５

番地１から１５５番地１２まで及び１５５番地１４か

ら１５５番地１７までの区域）、戸町２丁目（１６５

番地から２０９番地までの区域）、上戸町  

-4-



   附 則  

この規則は、令和１０年４月１日から施行する。  

 

 令和８年５月２８日提出 

 

長崎市教育委員会  

                  教育長  西  本 德  明 

 

  理 由 

大浦中学校を廃止することに伴い、関係規定を整備したいので、長崎市

教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定により、教育委

員会の決定を経るため、この議案を提出する。  
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「参 考」 

・ 長崎市立小、中学校の通学区域等に関する規則新旧対照表 

                  ・・・別   添 

 

「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中  略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

〔以下、略〕 
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第３５号議案 

   長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則の一部を改正する規

則 

 長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則（昭和６１年長崎市教育

委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

   第７条第１項の表中「、香焼学校給食共同調理場、伊王島学校給食共同

調理場」及び「、三和学校給食共同調理場」を削り、「北部学校給食セン

ター」の次に「、中部学校給食センター、南部学校給食センター」を加え

る。 

   第８条第１項の表中「香焼学校給食共同調理場、伊王島学校給食共同調

理場、」及び「、三和学校給食共同調理場」を削り、「北部学校給食セン

ター」の次に「、中部学校給食センター、南部学校給食センター」を加え

る。 

 第９条第１項の表中「北部学校給食センター」の次に「、中部学校給食

センター、南部学校給食センター」を加え、「香焼学校給食共同調理場、

伊王島学校給食共同調理場、」及び「、三和学校給食共同調理場」を削

る。 

附 則 

この規則は、令和８年８月１日から施行する。 

 

 令和８年５月２８日提出 

 

長崎市教育委員会 

                  教育長  西  本 德  明 
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  理 由 

中部学校給食センター及び南部学校給食センターが設置されること、ま

た、香焼学校給食共同調理場、伊王島学校給食共同調理場及び三和学校給

食共同調理場が廃止されることに伴い、関係規定を整備したいので、長崎

市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定により、教育

委員会の決定を経るため、この議案を提出する。 
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「参 考」 

・ 長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則新旧対照表 

                  ・・・別   添 

 

「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中  略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

〔以下、略〕 
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第３６号議案 

   長崎市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 長崎市公民館条例施行規則（昭和３５年長崎市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

   第６条第１項中「公民館の利用の許可を受けようとする者は、」を「公

民館（北公民館を除く。）の利用の許可を受けようとする者は、」に、

「 ( 北公民館にあつては、指定管理者。以下この条、次条及び第１２条に

おいて同じ。 ) 」を「に、北公民館の利用の許可を受けようとする者は、

長崎市北公民館利用許可申請書（第２号様式の２）を指定管理者」に改

め、同条第２項中「公民館の利用を許可したときは、」を「公民館（北公

民館を除く。）の利用を許可したときは」に改め、「第３号様式）を」の

次に「、指定管理者は、北公民館の利用を許可したときは長崎市北公民館

利用許可証（第３号様式の２）を」を加える。 

第７条第１項中「ときは、」の次に「公民館（北公民館を除く。）にあ

っては」を、「教育委員会に」の次に「、北公民館にあっては、長崎市北

公民館利用変更申請書（第４号様式の２）を指定管理者に」を加え、同条

第２項中「教育委員会」の次に「（北公民館にあっては、指定管理者。こ

の条及び第１２条において同じ。）」を、「利用者に対し、」の次に「公

民館（北公民館を除く。）にあっては」を、「第５号様式）を」の次に

「、北公民館にあっては、長崎市北公民館利用変更許可証（第５号様式の

２）を」を加える。 

第１１条第１項中「長崎市」及び「（利用料金）」を削り、同条第２項

中「前項に規定する申請書」を「長崎市北公民館利用料金減免申請書（第

７号様式の２）」に改める。 
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第２号様式の次に次の１様式を加える。 
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   第３号様式の次に次の１様式を加える。 
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   第４号様式の次に次の１様式を加える。 
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   第５号様式の次に次の１様式を加える。 
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   第７号様式中「第１３条関係」を「第１１条関係」に改め、「（利用料

金）」を削り、同様式の次に次の１様式を加える。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に印刷された改正前の長崎市公民館条例施行規

則に定める第７号様式による用紙は、当分の間、使用することができ

る。 

 

 令和８年５月２８日提出 

 

長崎市教育委員会 

                  教育長  西  本 德  明 

 

  理 由 

公共施設予約システムから出力される様式を追加規定したいのと、所要

の整備をしたいので、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項

第７号の規定により、教育委員会の決定を経るため、この議案を提出す

る。 
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「参 考」 

・ 長崎市公民館条例施行規則新旧対照表       ・・・別   添 

 

「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中  略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

〔以下、略〕 
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第３７号議案  

   議会の議決を経るべき議案についての意見の申出について  

 議会の議決を経るべき次の議案について、市長から意見を求められたが、

原案のとおり了承する。  

 

１ 長崎市立中学校条例の一部を改正する条例      別紙１のとおり  

２ 長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する

条例                       別紙２のとおり  

３ （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の一部

変更について                    別紙３のとおり  

４ 財産の取得について                別紙４のとおり  

５ 令和８年度長崎市一般会計補正予算         別紙５のとおり  

 

  令和８年５月２８日提出  

長崎市教育委員会  

教育長  西 本 德  明 

   理  由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、議会

の議決を経るべき議案について市長から意見を求められたことに伴い、長

崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第１２号の規定により、

教育委員会の決定を経る必要があるので、この議案を提出する。  
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「別紙１」 

   長崎市立中学校条例の一部を改正する条例 

 長崎市立中学校条例（昭和３９年長崎市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表長崎市立桜馬場中学校の項及び長崎市立片淵中学校の項を削り、同

表に次のように加える。

長崎市立桜坂中学校  長崎市片淵３丁目２２番２２号 

 分教室  長崎市魚の町５番１号  

   附 則 

 この条例は、令和１１年４月１日から施行する。 

  令和  年  月  日提出 

長崎市長  鈴  木 史 朗   

   理 由 

 校舎の老朽化、生徒数の減少等を総合的に勘案し、桜馬場中学校及び片

淵中学校を統合するのに伴い、両校を廃止したいのと、新たに設置する中

学校の名称及び位置を定めたいので、この条例案を提出する。 
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「別紙２」 

長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正す

る条例 

 （長崎市ふれあいセンター条例の一部改正） 

第１条 長崎市ふれあいセンター条例（昭和６２年長崎市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条の表に次のように加える。 

長崎市黒崎地区ふれあいセンター 長崎市下黒崎町 5,１５７番地１ 

 （長崎市公民館条例の一部改正） 

第２条 長崎市公民館条例（昭和２６年長崎市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条の表長崎市黒崎地区公民館の項を削る。 

  別表第１中第１１項を削り、第１２項を第１１項とし、第１３項を第

１２項とし、第１４項を第１３項とする。 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

  令和  年  月  日提出 

                  長崎市長   鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市黒崎地区公民館を市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュ

ニティの拠点施設とするため、当該公民館を廃止し、長崎市黒崎地区ふれ

あいセンターを設置したいので、この条例案を提出する。 
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「別紙３」 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の一

部変更について 

 令和２年３月１３日に議会の議決を得て締結し、令和６年７月１日に議

会の議決を得て一部変更した（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運

営事業に係る契約の一部を次のとおり変更するものとする。  

３ 契約の金額 １0,９２6,０３2,５６６円（金利変更、物価変動及び食

数変動により改定された場合は、改定後の額） 

  令和 年 月  日提出 

                  長崎市長   鈴 木 史 朗   

理 由 

 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業の実施に係る契約に

ついては、当該事業における給食の対象校を入れ替えることに伴い、契約

の金額を変更する必要があるので、この議案を提出する。
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「参 考」 

 （令和２年３月１３日議決） 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の締

結について 

 次のとおり契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業の実 

        施 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約の金額  9,４２3,２０4,８８４円（金利変更、物価変動及び食数

変動により改定された場合は、改定後の額）（令和６年 

７月１日に議会の議決を得て１ 0,００8,９１3,００５円 

( 金利変更、物価変動及び食数変動により改定された場 

合は、改定後の額）に変更） 

４ 契約の期間 議会の議決を得た日から令和１８年７月３１日まで 

５ 相 手 方 長崎市興善町２番８号 

        株式会社長崎学校給食サービス 

        代表取締役  山 本 德  憲 
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「別紙４」  

 

財産の取得について  

 

次の財産を取得するものとする。  

 

 名 称 数  量 

学習者用タッチパネル式ノート型パソコン  １9,０１０台 

 

  令和 年 月  日提出  

 

長崎市長   鈴 木 史 朗 

 

   理  由 

ＧＩＧＡスクール構想に則する小学校のＩＣＴ環境を維持するため、学

習者用タッチパネル式ノート型パソコンを購入したいが、この財産の購入

については、その予定価格が 2,０００万円以上であるため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を要するので、この議案を提出する。  
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「参 考」 

 

学習者用タッチパネル式ノート型パソコンの概要  

 

1 Ｏ Ｓ  Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳ 

2 Ｃ Ｐ Ｕ  インテル ３.６ＧＨｚ 

3 メインメモリ  ４ＧＢ 

4 ｅ Ｍ Ｍ Ｃ  ６４ＧＢ 

5 通 信 機 能  Ｗｉ-Ｆｉ 
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「別紙５」

（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

10.1.5〔教育総務費・教育諸費〕

中学校部活動地域展開・地域連携費 23,070     2,984     11,400    -         -         8,686     

10.2.1〔小学校費・学校管理費〕

教育ＩＣＴ推進費 611        -         -         -         611       -         

10.3.1〔中学校費・学校管理費〕

教育ＩＣＴ推進費 387        -         -         -         387       -         

10.4.2〔高等学校費・学校管理費〕

教育ＩＣＴ推進費 3,000      3,000     -         -         -         -         

10.6.2〔社会教育費・公民館費〕

長崎のもざき恐竜パーク運営費（野母崎文化センター） 3,216      -         -         -         -         3,216     

合　　　計 30,284     5,984     11,400    -         998       11,902    

令和８年度　長崎市一般会計補正予算（教育委員会関係費）

事　　　項　　　名 補正予算額
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「参 照」 

 ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育委員会の意見聴取）   

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に

係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経る

べき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかな

ければならない。 

   〔以下、略〕 

○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

〔中 略〕 

 ⑿ 法第２７条及び第２９条に規定する意見の申出に関すること。 

〔以下、略〕 

〇 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（抜粋） 

 ( 財産の取得又は処分 )  

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格 2,０００万円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件 5,

０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 

〔以下、略〕 
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○ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

（抜粋） 

 ( 地方公共団体の議会の議決 )  

第１２条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で

定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議

決を経なければならない。 

 

 ○  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施

行令（抜粋） 

 （地方公共団体の議会の議決を要する事業契約） 

第３条 法第１２条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類につ

いては、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予

定価格の金額（借入れにあっては、予定賃借料の総額）が同表下欄に定

める金額を下らないこととする。 

法第２条第５項に規定する選定事業者

が建設する同条第１項に規定する公共

施設等（地方公共団体の経営する企業

で地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第４０条第１項の規定の適

用があるものの業務に関するものを除

く。）の買入れ又は借入れ 

千円 

都道府県  ５００ , ０００ 

〔略〕 

市（指定都市を除く。）  

１５０ , ０００ 

〔略〕 
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